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申
込
概
念
の
発
生

　
　
　
－
約
束
か
ら
申
込
へ
ー

序

　
契
約
と
約
束
は
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
か

り
に
（
原
則
と
し
て
）
双
務
的
な
双
方
行
為
を
契
約
（
＜
①
『
－

言
晶
）
と
呼
ぴ
、
（
原
則
と
し
て
）
片
務
的
な
単
独
行
為
を
約
束

（
＜
①
易
肩
①
9
9
）
と
呼
ん
で
区
別
す
る
な
ら
、
民
法
に
は
約
束

　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
い
う
制
度
は
な
い
。
贈
与
で
さ
え
契
約
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
の
で
、
甲
が
乙
に
あ
る
物
を
譲
渡
す
る
意
思
を
表
示
し
て

も
、
乙
が
承
諾
し
な
い
限
り
、
乙
の
甲
に
対
す
る
債
権
的
な
請

　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

求
権
す
ら
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
原
則
は
、
到

達
主
義
（
民
法
九
七
条
一
項
）
の
例
外
と
し
て
の
承
諾
の
発
信

主
義
（
五
二
六
条
一
項
）
や
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立

滝
、
沢

昌
　
彦

（
同
条
二
項
）
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
申
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
一
種
の
約
束
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
申
込
概
念
の

発
生
過
程
を
検
討
す
る
。

二
　
約
束
の
有
効
要
件
と
し
て
の
承
諾

　
ー
　
グ
ロ
チ
ウ
ス

　
　
ω
約
束
理
論

　
近
代
的
な
法
律
行
為
論
は
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
に
由
来

　
　
　
＾
4
〕

す
る
と
さ
れ
、
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
理
論
も
、
こ
こ
に
起
源
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
の
検
討
か

〃
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ら
始
め
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
に
つ
い
て
は
既
に
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

つ
か
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
も
参
照
し

つ
つ
、
先
ず
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
の
全
体
像
を
概
観
し

㍉
一
。

ナ
h
L

　
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
は
、
「
戦
争
と
平
和
の
法
（
忌

旨
篶
訂
≡
碧
葛
募
）
」
（
ニ
ハ
ニ
五
年
）
の
第
二
巻
第
一
；
早

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
相
互
的

合
意
を
含
ま
な
い
、
単
な
る
約
束
か
ら
義
務
が
生
じ
る
か
否
か

を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
確
言
（
鶉
需
昌
o
）
、
片
約

（
o
o
冒
q
3
巨
o
）
お
よ
び
約
束
（
肩
o
昌
涼
9
o
）
を
区
別
す
る
。

将
来
の
事
に
関
す
る
現
在
の
意
図
の
表
示
で
あ
る
が
、
そ
の
意

図
が
継
続
す
る
こ
と
ま
で
保
障
す
る
趣
旨
で
は
な
い
も
の
を
、

グ
ロ
チ
ウ
ス
は
確
言
と
呼
ぴ
、
こ
の
場
合
に
は
意
図
の
変
更
は

許
さ
れ
る
と
す
る
（
第
二
章
二
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
意
図
が

継
続
す
べ
き
こ
と
を
も
表
示
す
る
が
、
そ
れ
を
履
行
す
べ
き
義

務
が
本
人
に
生
じ
る
の
み
で
あ
り
、
履
行
を
請
求
す
る
権
利
を

相
手
方
に
与
え
る
趣
旨
で
は
な
い
も
の
が
片
約
で
あ
る
（
第
一

；
皐
三
）
。
現
代
的
に
は
、
道
徳
上
の
義
務
は
生
じ
る
が
、
法
律

上
の
権
利
義
務
は
生
じ
な
い
、
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
最
後
に
、

相
手
方
に
権
利
を
与
え
る
趣
旨
を
も
含
む
表
示
が
約
束
で
あ
り
、

こ
の
趣
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
限
り
拘
束
力
を
生
じ
、
そ
れ
が

何
ら
か
の
方
式
に
従
っ
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も

自
然
法
上
は
、
必
要
で
は
な
い
（
第
一
一
章
四
）
。

　
次
に
、
約
束
が
効
力
を
有
す
る
た
め
の
要
件
が
検
討
さ
れ
る
。

先
ず
第
一
に
は
、
理
性
の
行
使
（
易
易
§
饒
◎
邑
ω
）
が
必
要
で

あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
未
成
年
考
等
の
約
東
の
拘

束
力
が
論
じ
ら
れ
る
（
第
一
；
阜
五
）
。
そ
し
て
、
約
束
が
錯
誤

に
よ
っ
て
さ
れ
た
場
合
、
恐
怖
の
た
め
に
さ
れ
た
場
合
が
検
討

さ
れ
（
第
一
；
皐
六
、
七
）
、
こ
の
際
、
真
の
同
意
が
あ
っ
た
か

否
か
が
重
視
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
内
容
が
約
束
者
の
権
限
を
越

え
る
約
束
、
不
正
な
原
因
に
基
づ
く
約
束
等
が
問
題
に
さ
れ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
約
束
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
承

諾
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
第
一
一
章
一
四
）
。
グ
ロ
チ
ウ

ス
は
、
履
行
を
請
求
す
る
権
利
を
相
手
方
に
与
え
る
こ
と
と
は
、

自
己
の
自
由
の
あ
る
部
分
を
相
手
方
に
移
転
す
る
こ
と
で
あ
る

と
理
解
す
る
の
で
（
第
二
章
四
）
、
所
有
権
の
移
転
の
場
合

（
第
六
章
二
）
と
同
様
、
相
手
方
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
権
利
は
移

転
し
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
承
諾
は
事
前
に
さ
れ
る
こ
と

η
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も
可
能
で
あ
る
（
第
六
章
二
）
。
承
諾
の
到
達
が
必
要
で
あ
る

か
否
か
は
約
束
の
解
釈
に
よ
る
が
、
双
務
（
昌
巨
畠
o
巨
厨
甲

巨
昌
）
的
な
場
合
（
後
述
）
で
は
到
達
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
不
要
と
さ
れ
る
（
第
一
一

章
一
五
）
怜
そ
し
て
、
約
東
は
、
承
諾
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ぱ
、
自

由
に
撤
回
で
き
る
。
承
諾
以
前
に
相
手
方
が
死
亡
し
た
場
合
も

同
様
で
あ
る
（
第
一
；
阜
一
六
）
。
さ
ら
に
、
他
人
が
か
わ
っ
て

承
諾
し
う
る
か
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
（
第
一
；
阜

一
八
）
、
代
理
の
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
以
上
が
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
の
概
略
で
あ
る
。
約
束

を
熟
慮
さ
れ
た
意
図
の
表
示
と
捉
え
、
そ
こ
に
拘
束
力
の
根
拠

を
求
め
る
点
、
こ
れ
と
関
連
付
け
て
、
未
成
年
老
の
約
束
、
錯

誤
や
恐
怖
に
よ
る
約
束
の
拘
束
力
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
点
等
、

グ
ロ
チ
ウ
ス
が
近
代
的
な
法
律
行
為
論
の
祖
と
さ
れ
る
の
も
理

由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
以
上
の
理
論
は
約
束
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
契
約
に
つ
い
て
は
、

続
く
第
＝
一
章
で
論
じ
て
い
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
約
束
と
契
約

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
－
二
れ
が
次

の
課
題
で
あ
る
。

　
　
②
約
束
と
契
約
と
の
関
係

　
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る
行
為
を
、
単
純
な

行
為
（
竃
g
ω
ω
巨
呂
メ
）
と
混
合
さ
れ
た
行
為
（
き
g
ω
邑
×
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

巨
ω
）
と
に
分
け
る
（
第
一
二
章
一
）
。
後
老
は
、
物
を
そ
の
価

値
よ
り
も
高
く
買
う
こ
と
は
一
部
は
贈
与
で
一
部
は
売
買
で
あ

る
と
い
う
例
（
第
一
二
章
五
）
が
示
す
よ
う
に
、
単
純
な
行
為

の
組
み
合
わ
せ
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
。

さ
て
、
単
純
な
行
為
は
、
善
行
的
（
げ
彗
g
o
巨
ω
）
な
行
為
と
交

換
的
（
肩
『
昌
鼻
津
o
ユ
豪
）
な
行
為
と
に
分
か
れ
、
前
老
ぼ
、
さ

ら
に
、
単
な
る
善
行
的
行
為
と
、
双
務
的
な
善
行
的
行
為
と
に

分
か
れ
る
（
第
一
二
章
二
）
。
単
な
る
善
行
的
行
為
の
内
、
将
来

何
か
を
与
え
る
、
ま
た
は
す
る
旨
の
約
束
が
、
第
一
；
阜
で
論

じ
ら
れ
た
約
束
で
あ
っ
た
。
双
務
的
な
善
行
的
行
為
と
は
、
行

為
の
後
に
何
ら
か
の
義
務
が
残
る
も
の
を
指
し
、
使
用
貸
借
、

委
任
事
務
の
実
行
々
為
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
前
老
の
場
合

に
は
物
の
返
還
義
務
が
残
る
し
、
後
者
の
場
合
に
は
費
用
償
還

義
務
が
残
る
）
。
他
方
、
交
換
的
行
為
は
、
当
事
者
を
分
離
す
る

行
為
と
共
通
の
利
益
を
生
じ
る
行
為
と
に
分
か
れ
る
（
第
一
二

章
三
）
。
前
者
は
、
さ
ら
に
、
「
汝
が
与
え
る
よ
う
に
、
予
は
与

η
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え
る
L
（
ま
鼻
亭
ω
）
、
「
汝
が
行
う
よ
う
に
、
予
は
行
う
」

（
歓
9
o
巨
＄
q
鶉
）
お
よ
び
「
汝
が
与
え
る
よ
う
に
、
予
は
行

う
」
（
忠
9
0
鼻
箒
ω
）
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
、

双
方
の
義
務
の
間
に
対
価
的
牽
連
関
係
の
あ
る
双
務
的
行
為
を

指
す
。
臭
体
的
に
は
売
買
、
賃
貸
借
等
を
指
す
が
、
グ
ロ
チ
ウ

ス
は
、
必
ず
し
も
有
名
契
約
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
無
名
契
約
を
も

認
め
る
（
第
一
二
章
三
3
）
。
共
通
の
利
益
を
生
じ
る
行
為
と

し
て
ば
、
戦
争
〃
た
め
の
連
合
（
ω
o
g
g
鶉
）
等
（
第
一
二
章

四
）
の
他
、
商
業
組
合
（
ω
o
g
g
竃
目
晶
o
巨
斗
o
ユ
印
）
等
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
（
第
＝
一
章
四
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
行
為
の
う
ち
、
単
な
る
善
行
的
行
為
以
外
の

も
の
、
す
な
わ
ち
、
交
換
的
行
為
の
全
部
お
よ
び
善
行
的
行
為

の
う
ち
双
務
的
な
も
の
を
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
契
約
（
8
暮
－

s
o
巨
ω
）
と
呼
び
（
第
二
一
章
七
）
、
こ
の
場
合
に
は
、
両
当
事

者
の
平
等
性
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
（
第
一
二
章
八
）
。
こ
こ

で
は
、
（
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
）
等
価
性
が
要
求
さ
れ
る
（
第
一

二
章
一
一
）
他
、
契
約
当
事
老
の
一
方
の
み
が
目
的
物
の
理
疵

や
契
約
の
前
提
と
な
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
場
合
（
第
一
二
章

九
）
や
、
一
方
の
み
が
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
場
合
（
第
二
一
章

一
〇
）
も
、
こ
の
平
等
性
の
間
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
が
第
一
；
皐
で
論
じ
た
約

束
は
、
単
な
る
（
H
双
務
的
で
な
い
）
善
行
的
行
為
で
あ
り
、

こ
れ
は
契
約
で
は
な
い
。
錯
誤
や
恐
怖
の
効
果
も
、
約
束
に
お

い
て
は
、
熟
慮
に
基
づ
く
同
意
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点

か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
契
約
に
お
い
て
は
、
平
等
性
の
間

題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
、
約
束
理
論
を

契
約
に
ま
で
及
ぽ
す
意
向
は
（
少
な
く
と
も
明
確
に
は
）
な
か

　
　
　
　
（
9
）

っ
た
と
思
わ
れ
、
ま
し
て
、
約
束
は
承
諾
に
よ
っ
て
効
力
を
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

じ
る
と
す
る
理
論
は
、
約
束
の
有
効
要
件
の
間
題
で
あ
り
、
契

約
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
で
は
、
我
々
が
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
、
契
約
の
成
立
要

件
と
し
て
の
申
込
と
承
諾
の
理
論
は
何
時
頃
成
立
し
た
の
か
。

こ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
約
束
理
論
が
契
約
に
ま
で
及
ぽ

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
以

下
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
続
く
自
然
法
学
老
に
お
い
て
、
こ
れ
を
見

て
み
よ
う
。

　
2
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

　
次
に
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
継
承
者
と
し
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

昭
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フ
の
主
著
「
自
然
と
諸
国
民
の
法
（
忌
旨
篶
冨
巨
s
①
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

①
目
9
巨
昌
旨
）
」
（
ニ
ハ
八
八
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
の
業
績
全
般
に
つ
い
て
は
、
「
自
律
的
杜
会
倫
理
と
そ

し
て
そ
れ
を
遠
く
越
え
て
杜
会
的
人
間
学
お
よ
び
文
化
哲
学
と

を
樹
立
し
た
こ
と
、
な
ら
ぴ
に
世
俗
的
人
間
性
信
仰
を
基
礎
づ

　
　
（
1
2
）

け
た
こ
と
」
に
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
自

然
法
固
有
の
理
論
的
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
杜
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
B
）

倫
理
を
道
徳
神
学
か
ら
解
放
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。
し
か

し
、
我
々
に
と
っ
て
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
が
、
そ
の
理
論
の
体
系
化
の
故
に
民
法
総
則
の
基
礎
を
作
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
些

た
と
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
理

　
　
　
　
　
＾
1
5
）

論
を
見
て
い
く
が
、
彼
の
議
論
は
、
主
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
と
グ

ロ
チ
ウ
ス
を
土
台
に
し
て
い
る
。
当
然
グ
ロ
チ
ウ
ス
と
似
て
い

る
部
分
も
多
い
の
で
、
む
し
ろ
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
と
異
な
る
部
分

に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
よ
う
。

　
約
束
お
よ
ぴ
契
約
の
一
般
理
論
は
、
「
自
然
と
諸
国
民
の
法
」

の
第
三
巻
第
五
章
以
下
で
扱
わ
れ
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、

先
ず
、
人
間
の
負
う
義
務
を
、
先
天
的
に
負
う
義
務
（
o
げ
－

－
厨
9
ざ
　
8
目
墨
3
）
と
、
後
天
的
に
負
う
義
務
（
o
巨
釘
黒
一
〇

茎
害
き
ま
）
と
に
分
け
（
第
四
章
三
）
、
後
者
の
発
生
原
因
と

し
て
約
束
お
よ
び
契
約
を
論
じ
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
場
合
に
は
、

そ
の
記
述
の
順
が
、
物
↓
物
の
取
得
方
法
（
相
続
↓
約
束
お
よ

び
契
約
）
と
い
う
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
体
系
に
従
っ
て

い
た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
法
律
行
為
論
に
は
、
グ
ロ
チ

ウ
ス
の
よ
う
に
物
権
移
転
論
か
ら
出
発
す
る
法
律
行
為
論
と
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
よ
う
に
義
務
論
か
ら
出
発
す
る
そ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
者
が
バ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
の
萌

芽
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
プ
ー
フ
ェ
ン
ド

ル
フ
は
民
法
総
則
の
父
で
あ
る
と
の
感
を
深
く
す
る
。

　
さ
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ぱ
、
後
天
的
な
義
務
は

人
間
の
行
為
か
ら
生
じ
る
が
、
二
の
よ
う
な
行
為
の
内
、
一
方

的
な
も
の
が
約
束
で
あ
り
、
双
方
的
な
も
の
が
契
約
で
あ
る

（
第
五
章
一
）
。
な
お
、
約
東
と
契
約
と
の
関
係
に
関
連
し
て
付

け
加
え
る
と
、
プ
ー
7
エ
ン
ド
ル
フ
が
、
ウ
ル
ビ
ア
ヌ
ス
を
引

用
し
つ
つ
、
契
約
と
は
相
互
的
な
（
『
8
号
s
s
）
約
束
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
が
（
第
六

章
一
五
）
、
こ
の
部
分
は
、
文
章
全
体
の
趣
旨
か
ら
は
傍
論
に
過

ぎ
な
い
。

μ
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続
く
第
六
章
で
は
、
約
束
や
契
約
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る

同
意
（
8
易
g
ω
易
）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
グ
ロ
チ
ウ
ス

は
、
約
束
と
契
約
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
章
で
扱
っ
て
い
た
が
、
プ

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
少
な
く
と
も
同
意
に
関
し
て
は
、
約
束

と
契
約
と
に
共
通
の
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
ま
と
め
て
扱
う
。

こ
の
同
意
は
表
現
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
（
第
六
章

二
）
、
理
性
の
行
使
を
前
提
と
す
る
（
第
六
章
三
）
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
、
酩
酊
に
よ
る
同
意
（
第
六
章
四
）
、
未
成
年
者
の
同
意

（
第
六
章
五
）
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
錯
誤
（
第
六
章

六
、
七
）
、
詐
欺
（
第
六
章
八
、
九
）
お
よ
び
恐
怖
（
第
六
章
一

〇
か
ら
二
二
ま
で
）
も
同
意
の
間
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ

の
際
、
錯
誤
に
つ
い
て
は
約
東
と
契
約
と
を
別
々
に
検
討
し
て

い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
る
ゆ
と

　
　
（
1
7
）

り
は
な
い
（
錯
誤
に
よ
る
約
束
に
つ
い
て
は
第
六
章
六
、
錯
誤

に
よ
る
契
約
に
つ
い
て
は
第
六
章
七
）
。

　
約
束
の
場
合
に
は
、
約
束
老
の
同
意
の
み
で
は
な
く
、
相
手

方
の
同
意
（
H
承
諾
）
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
第
六
章
一

五
）
。
自
分
の
財
産
を
他
人
に
提
供
し
よ
う
と
す
る
老
は
、
相

手
方
の
意
思
に
反
し
て
押
し
つ
け
た
り
、
放
棄
し
た
り
す
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
ー
フ
ェ

ン
ド
ル
フ
は
、
約
束
が
宣
誓
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
相
手
方
が
拒
絶
す
る
ま
で
は
約
束
を

撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
効
果
を
生
じ
る
の
み

で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
こ
こ
か
ら
、
宣
誓
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ

な
い
約
束
は
、
同
意
が
あ
る
ま
で
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
同
意
は
事
前
に
さ
れ
る
こ
と

も
で
き
る
し
、
量
的
に
一
部
に
つ
い
て
の
み
の
同
意
も
許
さ
れ

る
。
相
手
方
の
同
意
が
約
束
者
に
到
達
す
る
こ
と
が
必
要
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
約
束
の
解
釈
の
問
題
で

あ
る
が
、
原
則
と
し
て
到
達
は
不
要
で
あ
り
、
た
だ
、
条
件

（
8
邑
巨
o
）
付
の
約
束
の
場
合
に
は
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
「
条
件
付
約
束
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
す
ぐ
続
い
て
グ
ロ
チ
ウ
ス
が
引
用
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
も
承
諾
の
到
達
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
双
務
的
な
約
束
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
理
論
の
概
略
で
あ
る
。
グ
ロ

チ
ウ
ス
の
約
束
理
論
が
、
同
意
に
関
す
る
理
論
と
し
て
受
け
継

が
れ
、
契
約
に
ま
で
及
ぽ
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

乃
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し
か
し
、
約
束
と
承
諾
の
理
論
は
。
契
約
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

契
約
は
双
方
的
行
為
で
あ
り
、
双
方
の
同
意
が
あ
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
3
　
ヴ
ォ
ル
フ

　
続
い
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
を
検
討
す
る
。
彼
は
、

基
本
的
に
は
グ
ロ
チ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
理
論
を
受

け
継
い
で
い
合
が
、
こ
れ
を
よ
り
大
規
模
に
扱
っ
て
具
体
化
さ

せ
洗
練
さ
せ
て
お
り
、
特
に
、
契
約
を
、
一
つ
ま
た
は
複
数
の

約
束
か
ら
な
る
も
の
と
理
解
す
る
点
、
本
稿
の
観
点
か
ら
も
極

め
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ヴ
ォ
ル
フ
の
主
著
と
目
さ
れ
る
「
科
学
的
な
方
法
に
よ
り
考
察

さ
れ
た
自
然
法
（
旨
ω
量
巨
s
①
昌
①
艘
a
o
ω
9
①
葦
彗
8
肩
H
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

R
碧
3
け
冒
一
）
」
の
第
三
巻
（
一
七
四
三
年
）
を
中
心
に
、
彼
の

理
論
を
見
て
み
よ
う
。

　
ヴ
ォ
ル
フ
も
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
同
様
、

約
束
を
、
他
人
に
対
し
、
あ
る
物
を
与
え
、
ま
た
は
何
か
を
行

う
旨
の
意
図
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
自
分
に
対
し

て
（
そ
れ
を
）
請
求
す
る
権
利
を
移
転
す
る
よ
う
な
表
示
で
あ

る
と
定
義
す
る
（
第
三
巻
第
四
章
三
六
一
）
。
し
か
し
、
承
諾
が

な
け
れ
ば
、
約
東
上
の
義
務
は
効
力
を
生
じ
な
い
し
、
受
約
老

も
権
利
を
取
得
し
な
い
（
第
四
章
三
六
五
）
。
そ
も
そ
も
所
有

権
そ
の
他
の
権
利
は
承
諾
が
な
け
れ
ぱ
移
転
し
な
い
の
で
、
そ

れ
を
求
め
る
権
利
も
、
承
諾
が
な
け
れ
ぱ
移
転
し
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
約
束
の
効
力
は
理
性
の
行
使
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

お
り
（
第
四
章
四
四
八
）
、
こ
れ
に
関
連
し
て
精
神
異
常
老
、
年

少
老
の
約
束
の
効
力
が
論
じ
ら
れ
る
（
第
四
章
四
四
九
以
下
）
。

ま
た
、
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
（
第
四
章
五
六
九
以
下
）
、
暴
力
や

強
迫
に
よ
っ
て
約
束
が
さ
れ
た
場
合
（
第
四
章
五
七
四
以
下
）

に
つ
い
て
も
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
承
諾
が
あ
る
ま
で
は
約
束
の
撤
回
は
可
能
で
あ
る
が
、
承
諾

後
は
撤
回
で
き
な
い
（
第
四
章
五
九
六
）
。

　
承
諾
の
到
達
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
や
フ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
同
様
に
、
約
束
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
さ

れ
（
第
四
章
七
一
五
）
、
基
本
的
に
は
、
片
務
的
な
約
束
で
は
到

達
は
不
要
で
あ
る
が
、
負
担
付
約
束
（
肩
o
邑
ω
8
昌
胃
o
窒
）

で
は
必
要
と
さ
れ
る
（
第
四
章
七
一
九
）
。
片
務
的
な
約
束
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
）

承
諾
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
（
肩
竃
讐
目
o
）
さ
れ
る
と
こ
ろ
（
第

κ
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四
章
七
一
四
）
、
約
東
者
が
承
諾
を
予
想
し
て
い
る
と
き
に
は
、

承
諾
さ
え
さ
れ
れ
ぱ
約
束
が
効
力
を
生
じ
る
趣
旨
で
あ
る
と
解

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
四
章
七
一
八
）
。
逆
に
、
負
担
付
の
約

束
で
は
、
相
手
方
が
承
諾
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
承
諾
が

到
達
し
て
初
め
て
約
束
が
効
力
を
生
じ
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
承
諾
以
前
に
約
束
者
が
死
亡
し
た
場
合

の
約
束
の
効
力
も
、
約
束
の
解
釈
に
よ
る
が
（
第
四
章
七
一

七
）
、
前
述
の
よ
う
に
片
務
的
な
約
束
で
は
約
束
者
は
承
諾
を

予
想
し
て
い
る
の
で
、
約
束
者
の
死
亡
後
に
承
諾
が
さ
れ
て
も

約
束
は
有
効
で
あ
る
が
、
負
担
付
約
束
の
場
合
に
は
、
承
諾
の

到
達
以
前
に
約
束
者
が
死
亡
す
れ
ぱ
約
束
は
効
力
を
生
じ
な
い

（
第
四
章
七
二
〇
）
。

　
さ
て
、
契
約
と
は
、
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
老
が
、
一
つ

ま
た
は
複
数
の
約
束
に
お
い
て
結
合
し
て
い
る
合
意
（
8
－

昌
旨
巨
o
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
と
は
、
一
方
当
事
老

の
約
束
お
よ
び
他
方
当
事
者
の
承
諾
、
ま
た
は
、
相
互
の
約
束

お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
相
互
の
承
諾
よ
り
な
る
（
第
四
章

七
八
八
）
。
そ
し
て
、
契
約
が
当
事
老
を
拘
束
す
る
根
拠
も
、
そ

れ
が
、
承
諾
さ
れ
た
約
束
よ
り
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
第

四
章
七
八
九
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
か
ら
と
言

っ
て
、
双
務
契
約
の
場
合
、
す
な
わ
ち
契
約
が
複
数
の
約
束
と

承
諾
か
ら
な
る
場
合
に
、
必
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
対
応
す

る
承
諾
が
す
べ
て
現
実
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
。
交
換
契
約
を
例
に
と
る
な
ら
、
甲
が
乙
に
、
「
お
ま
え

（
乙
）
が
私
（
甲
）
に
あ
る
物
を
与
え
る
な
ら
、
そ
れ
に
対
し

て
、
私
は
お
ま
え
に
こ
れ
を
与
え
よ
う
」
と
約
束
し
、
乙
が
こ

れ
を
承
諾
し
て
、
甲
の
求
め
る
物
を
与
え
る
旨
再
約
束
す
る

（
『
8
s
邑
津
o
）
な
ら
、
さ
ら
に
甲
が
承
諾
を
し
な
く
て
も
、
契

約
は
有
効
に
成
立
す
る
（
第
四
巻
第
四
章
八
八
○
）
。
甲
の
側

の
承
諾
は
、
条
件
付
の
申
込
に
お
い
て
、
先
行
し
て
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
契
約
は
一
っ
ま
た
は
複
数
の

約
束
よ
り
な
る
と
明
示
的
に
述
べ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
約
束
理

論
を
全
面
的
に
契
約
に
と
り
こ
む
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
到
っ
て
、

承
諾
も
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
の
意
義
を
獲
得
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　
4
　
　
ま
と
め

　
我
々
に
な
じ
み
の
深
い
承
諾
の
理
論
が
登
場
し
た
と
こ
ろ
で
、

η
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こ
こ
ま
で
の
理
論
の
簡
単
な
ま
と
め
を
試
み
た
い
。

①
約
束
は
、
契
約
と
は
異
な
り
、
一
方
の
側
の
意
思
表
示
し

か
含
ま
れ
て
い
な
い
行
為
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
義
務
を
発
生

さ
せ
る
。
し
か
し
、
約
束
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
承
諾
が

必
要
で
あ
る
。
な
お
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
承
諾
さ
れ
た
約
束
は
契

約
を
構
成
す
る
と
理
解
す
る
の
で
、
承
諾
は
、
同
時
に
、
契
約

の
成
立
要
件
と
し
て
の
意
味
も
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対

し
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
契
約
に
関
し
て

は
承
諾
を
論
じ
な
い
。

　
承
諾
の
必
要
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
以
来
、

物
権
移
転
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ

ち
、
約
束
の
履
行
を
請
求
す
る
権
利
を
相
手
方
に
与
え
る
こ
と

は
、
自
己
の
権
利
（
な
い
し
自
由
）
を
相
手
方
に
移
転
す
る
こ

と
で
あ
る
と
さ
れ
、
物
権
を
移
転
す
る
に
は
相
手
方
の
承
諾
が

必
要
で
あ
る
の
と
同
様
、
約
束
が
有
効
と
な
る
た
め
に
も
承
諾

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、

同
じ
こ
と
を
、
相
手
方
の
意
思
に
反
し
て
財
産
を
押
し
つ
け
る

こ
と
は
、
約
束
老
の
意
図
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
、
約
束

老
の
意
思
解
釈
の
問
題
と
し
て
説
明
す
る
（
本
稿
七
五
頁
）
。

　
も
っ
と
も
、
右
の
論
拠
に
は
疑
間
も
あ
り
得
る
。
約
束
老
に

対
す
る
請
求
権
の
発
生
を
、
約
束
老
自
身
の
権
利
（
な
い
し
自

由
）
の
相
手
方
へ
の
移
転
と
構
成
す
る
こ
と
に
不
自
然
さ
が
残

る
し
、
不
当
利
得
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、

権
利
者
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
発
生
す
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス

　
　
　
　
（
2
0
）

の
問
題
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
は

承
諾
が
な
け
れ
ば
移
転
し
な
い
の
で
、
そ
れ
を
求
め
る
権
利
も

移
転
し
得
な
い
と
い
う
ヴ
ォ
ル
フ
の
議
論
（
本
稿
七
六
頁
）
も

充
分
説
得
的
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
間
題
点
の
指

摘
に
止
め
て
お
く
。

②
約
束
は
原
則
と
し
て
片
務
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場

合
に
は
、
承
諾
は
な
さ
れ
れ
ぱ
足
り
、
相
手
方
に
到
達
す
る
必

要
は
な
い
。
今
で
言
う
発
信
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

例
外
的
に
、
双
務
的
な
場
合
に
の
み
、
到
達
が
必
要
と
さ
れ
る
。

元
来
、
約
束
が
義
務
を
発
生
さ
せ
る
の
は
約
束
老
の
意
思
に
そ

の
根
拠
が
あ
る
の
で
、
到
達
不
要
で
あ
る
と
す
る
発
信
主
義
は
、

充
分
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
約
束
は
、
宣
誓
等
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、

自
由
に
撤
回
で
き
る
。
し
か
し
、
承
諾
さ
れ
れ
ば
、
も
は
や
撤

昭
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回
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
　
＝
一
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
の
承
諾

　
ー
　
フ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

　
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
法
学
者
達
の
手
に
よ
り
、

約
束
は
契
約
の
構
成
要
素
と
さ
れ
る
に
到
り
、
他
方
、
約
束
理

論
を
基
礎
と
し
て
、
契
約
を
も
含
む
、
よ
り
一
般
的
な
法
律
行

為
論
が
発
達
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
約
束
は
承
諾
に
よ
っ
て
効

力
を
生
じ
る
と
い
う
理
論
も
、
契
約
の
成
立
の
理
論
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
降
、
約
束
の
独
自
性
は
ま
す
ま
す
弱
ま

り
、
つ
い
に
は
約
束
と
い
う
用
語
す
ら
用
い
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
の
過
程
を
検
討
す
る
た
め
、
先
ず
は
、
自
然
法
学
の
成
果
で

あ
る
7
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
一
七
九
四
年
）
に
お
い
て
、

約
束
と
承
諾
の
理
論
が
ど
の
よ
う
に
条
文
化
さ
れ
て
い
る
か
見

て
み
よ
う
。

　
先
ず
、
契
約
（
く
雪
胃
詰
）
に
つ
い
て
は
、
権
利
の
取
得
ま
た

は
譲
渡
に
向
け
ら
れ
た
双
方
的
な
同
意
（
自
8
三
＝
村
…
血
q
）
と

定
義
さ
れ
（
第
一
部
第
五
章
一
条
）
、
他
方
、
約
束
（
＜
①
易
肩
①
・

｝
彗
）
は
、
他
人
に
権
利
を
移
転
す
る
、
ま
た
は
自
分
が
拘
束

さ
れ
る
意
思
の
表
示
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
二
条
）
。
そ
し
て
、
契

約
が
効
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
約
束
が
有
効
に
承
諾
さ
れ
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
（
四
条
）
、
約
束
は
契
約
の

構
成
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
四
条
は
、
契
約
が

複
数
の
約
束
か
ら
な
る
場
合
を
想
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
が
、
当
時
の
テ
キ
ス
ト
等
で
は
、
双
務
契
約
は
複
数
の
約
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

よ
り
な
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　
承
諾
に
つ
い
て
の
詳
細
は
七
八
条
以
下
が
定
め
る
。
先
ず
、

承
諾
も
意
思
表
示
の
一
つ
と
し
て
、
意
思
表
示
の
有
効
要
件
が

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
（
七
八
条
）
、
有
効
な
約
束
の

承
諾
に
よ
っ
て
契
約
は
締
結
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
七

九
条
1
こ
の
条
文
は
、
約
束
の
有
効
性
を
強
調
し
て
い
る
他

は
、
四
条
と
同
じ
内
容
で
あ
る
）
。
契
約
の
成
立
時
は
、
承
諾
が

さ
れ
た
時
で
あ
る
と
さ
れ
（
八
O
条
）
、
発
信
主
義
が
採
用
さ
れ

て
い
る
が
、
隔
地
老
問
に
お
け
る
場
合
に
は
、
後
述
す
る
一
〇

三
条
以
下
か
ら
、
到
達
し
な
け
れ
ば
契
約
は
成
立
し
な
い
こ
と

も
あ
り
得
る
こ
と
が
わ
か
る
。
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立

も
規
定
さ
れ
た
（
八
一
条
）
。
ま
た
、
受
約
老
の
方
が
先
に
要
求

し
、
約
東
老
の
方
が
後
か
ら
同
意
す
る
と
い
う
形
で
の
事
前
の

η
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承
諾
も
認
め
ら
れ
（
八
二
条
）
、
こ
の
条
文
に
よ
り
、
ヴ
ォ
ル
フ

の
理
論
と
同
様
、
複
数
の
約
束
か
ら
な
る
双
務
契
約
の
場
合
に
、

必
ず
し
も
二
つ
の
承
諾
が
現
実
に
な
さ
れ
な
く
と
も
、
条
件
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

約
束
と
そ
れ
へ
の
承
諾
と
い
う
形
で
契
約
が
成
立
す
る
。
八
三

条
な
い
し
八
五
条
は
、
約
束
の
内
容
と
承
諾
の
そ
れ
と
が
一
致

す
べ
き
こ
と
を
定
め
、
八
六
条
な
い
し
八
九
条
は
、
他
人
に
よ

る
承
諾
等
に
つ
い
て
定
め
る
が
、
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ

と
と
す
る
。

　
九
〇
条
以
下
は
、
承
諾
が
な
さ
れ
る
べ
き
期
間
、
す
な
わ
ち

今
で
言
う
申
込
の
拘
束
力
に
つ
い
て
定
め
る
。
先
ず
、
九
〇
条

が
、
約
束
が
拘
束
力
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
適
切
な
時

期
に
承
諾
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
規
定
し
、
九
一
条
以
下
に
お

い
て
、
そ
の
「
適
切
な
時
期
」
が
具
体
化
さ
れ
る
。
九
一
条
以

下
で
は
も
は
や
約
束
と
い
う
用
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

と
全
く
同
じ
意
味
で
、
申
込
（
＞
暮
『
鍔
）
と
い
う
用
語
が
使
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
申
込
老
が
承
諾
の
た
め

の
熟
慮
期
問
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
（
九
一
条
）
、
申

込
の
解
釈
等
に
よ
っ
て
期
間
が
定
ま
る
こ
と
も
あ
る
（
九
二
条
、

九
三
条
）
。
特
に
承
諾
期
間
の
定
め
が
な
い
場
合
は
、
対
話
老

問
に
お
い
て
は
即
時
に
承
諾
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九

四
条
）
。
隔
地
老
間
、
特
に
郵
便
に
よ
る
と
き
に
は
、
郵
送
に
通

常
必
要
と
な
る
期
間
が
承
諾
期
問
と
な
る
が
（
九
六
条
）
、
突
発

事
故
に
よ
る
遅
延
を
も
考
慮
し
て
、
申
込
老
は
、
そ
の
次
の
郵

便
日
（
o
o
ω
暮
竈
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
（
九
八

条
）
。
使
老
に
よ
る
と
き
に
も
、
申
込
老
は
、
予
期
し
得
べ
き
事

故
に
よ
る
遅
延
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
（
九
九
条
）
。
以
上
の

期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
は
、
申
込
老
は
申
込
を
撤
回
で
き
る

が
（
一
〇
三
条
）
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

ず
（
一
〇
四
条
）
、
こ
れ
を
し
な
い
と
き
は
、
承
諾
老
に
対
し
、

信
頼
利
益
の
賠
償
責
任
を
負
う
（
一
〇
五
条
）
。

　
以
上
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
お
け
る
約
束
（
申

込
）
と
承
諾
の
理
論
で
あ
る
。
ほ
ぽ
現
行
の
制
度
と
同
様
の
理

論
が
で
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
基
本
的
に
は
、
ヴ

ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
自
然
法
学
の
理
論
を
受
け
継
い

で
い
る
が
、
以
下
の
三
点
に
お
い
て
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

①
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
を
認
。
め
た
規
定
が
明
文
化

さ
れ
た
（
八
一
条
）
。
も
っ
と
も
、
意
思
実
現
と
黙
示
の
承
諾
と

を
比
較
す
る
と
、
前
老
は
相
手
方
に
承
諾
の
旨
を
通
知
す
る
行

馳
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為
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
到
達
を
論
じ
る
余
地
は
な
い
が
、
後

老
は
通
知
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
る
の
で
、
到
達
の
有
無
が

問
題
と
な
る
点
に
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
到
達
を
不
要
と
す
る

発
信
主
義
の
も
と
で
は
、
意
思
実
現
は
黙
示
の
承
諾
と
同
じ
意

味
し
か
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
自
然
法
学
老
は
発
信
主
義
を

原
則
と
し
て
い
た
の
で
、
意
思
実
現
を
、
黙
示
の
承
諾
の
内
に

含
め
て
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ロ

イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
お
い
て
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
到

達
主
義
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
実
際

取
引
上
の
要
請
に
押
さ
れ
、
慣
習
に
基
づ
く
到
達
主
義
の
例
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

と
し
て
意
思
実
現
が
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

②
自
然
法
学
老
は
、
承
諾
の
到
達
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
片

務
的
な
約
束
で
は
不
要
（
発
信
主
義
）
、
双
務
的
な
約
束
で
は
必

要
（
到
達
主
義
）
と
解
し
て
い
た
が
、
プ
ロ
セ
イ
ン
一
般
ラ
ン

ト
法
の
立
場
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
契
約
の
成
立
時
は
承
諾

の
さ
れ
た
時
で
あ
る
が
（
八
○
条
）
、
隔
地
老
間
の
場
合
に
は
到

達
し
な
け
れ
ば
申
込
者
は
申
込
を
撤
回
し
得
る
（
一
〇
三
条
）

と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。
対
話
者
間
の
場
合
に
は
発
信

主
義
と
到
達
主
義
の
対
立
は
余
り
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
を
考

え
る
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、
隔
地
老
間
で
は
、

片
務
契
約
で
も
到
達
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
こ
と
に
よ
ゲ
、
到

達
主
義
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

③
承
諾
期
間
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
が
置
か
れ
（
九
〇
条
以

下
）
、
そ
の
問
は
約
束
（
申
込
）
の
撤
回
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ

れ
た
。
こ
れ
は
、
自
然
法
学
老
が
一
致
し
て
、
承
諾
が
さ
れ
る

ま
で
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
と
し
て
い
た
こ
と
と
、
大
き
く
対

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

立
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
実
際
的
な
差
は
必

ず
し
も
大
き
い
も
の
で
は
な
い
。
承
諾
期
問
を
申
込
老
が
設
定

す
る
こ
と
（
九
一
条
）
は
約
束
（
申
込
）
の
解
釈
の
問
題
で
あ

り
、
自
然
法
学
老
も
こ
れ
を
認
め
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
対

話
老
問
で
は
即
時
に
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
（
九
四

条
）
、
こ
の
場
合
に
は
、
申
込
の
拘
東
力
は
な
い
。
隔
地
者
間
で

は
、
郵
送
に
必
要
な
期
間
（
九
六
条
）
に
、
突
発
事
故
を
も
考

慮
に
入
れ
て
（
九
八
条
）
承
諾
期
間
が
定
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ

を
承
諾
者
の
側
か
ら
見
る
と
、
承
諾
老
は
、
申
込
の
到
達
後
す

ぐ
に
承
諾
を
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
申
込
の
拘
束

力
と
言
っ
て
も
、
実
際
上
は
そ
れ
程
強
い
も
の
で
は
な
く
、
九

〇
条
以
下
の
意
義
は
、
む
し
ろ
、
申
込
の
拘
束
力
が
は
っ
き
り

棚
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と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
は
、
自
然
法
学
の
立
場

と
大
き
く
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
よ
り
洗
練
さ
せ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
（
一
八
一
一

年
）
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
約
束
は
契
約
の
構
成
要
素
と
さ
れ

（
八
六
一
条
）
、
約
束
の
拘
束
力
も
規
定
さ
れ
た
（
八
六
二
条

－
も
っ
と
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
ほ
ど
詳
細
に
規

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
、
「
約
束
」

は
直
ち
に
「
申
込
」
と
い
う
用
語
で
置
き
換
え
ら
れ
る
）
。
し
か

し
、
こ
の
理
論
は
、
す
ぐ
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
次
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
検
討
し
よ
う
。

　
2
　
フ
ラ
ン
ス
民
法

　
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
一
八
〇
四
年
）
を
持
ち
出
す
の
は
、

や
や
唐
突
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
に
自
然
法
学
の
影
響
を
受

け
て
成
立
し
、
し
か
も
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
で
の
諸
立
法
の
一

つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
法
典
と
し
て
、
こ
れ
を
プ
ロ
イ
セ
ン
一

般
ラ
ン
ト
法
と
比
較
す
る
こ
と
は
意
味
の
な
い
二
と
で
は
あ
る

ま
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
バ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
を
と

ら
ず
、
そ
の
規
定
の
順
は
、
財
産
↓
財
産
の
取
得
方
法
（
相
続

↓
生
前
贈
与
お
よ
び
遺
贈
↓
契
約
）
と
い
う
伝
統
的
体
系
に
従

う
。
こ
の
よ
う
な
体
系
に
お
い
て
は
、
贈
与
は
相
続
の
す
ぐ
後
、

契
約
よ
り
前
に
置
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民

法
に
お
い
て
も
、
契
約
（
8
目
苛
津
）
に
つ
い
て
は
一
一
〇
一
条
、

以
下
に
規
定
が
あ
る
が
、
贈
与
（
o
8
き
昌
）
に
つ
い
て
は
、

贈
与
は
契
約
の
一
種
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
九
三
一
条

参
照
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
三
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
い
て
は
、
贈
与
は
、
単
に
契
約
の
一

つ
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
相
続
や
遺
贈
を
補
完
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

制
度
と
し
て
独
自
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
ず
、

贈
与
は
要
式
行
為
で
あ
り
、
公
正
証
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
効
力

を
生
じ
ず
（
九
三
一
条
）
、
さ
ら
に
、
承
諾
（
害
o
8
訂
巨
昌
）
さ

れ
な
け
れ
ば
拘
束
力
は
な
い
（
九
三
二
条
一
項
）
。
こ
の
承
諾

も
、
公
正
証
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
承
諾
さ

れ
た
こ
と
が
贈
与
老
に
通
知
さ
れ
な
い
限
り
、
贈
与
は
、
贈
与

老
に
対
し
て
は
効
力
を
生
じ
な
い
（
九
三
二
条
二
項
）
。

　
他
方
、
契
約
に
関
し
て
は
、
一
一
〇
一
条
が
、
一
人
ま
た
は

紹
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複
数
の
者
が
、
他
の
一
人
ま
た
は
複
数
の
老
に
対
し
て
、
あ
る

物
を
与
え
る
、
ま
た
は
何
か
を
す
る
、
も
し
く
は
し
な
い
義
務

を
負
う
合
意
（
8
毫
g
饒
g
）
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
こ
の
合

意
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
債
務
者
の
同
意
（
8
易
8
一
－

昌
①
巨
）
が
必
要
で
あ
る
（
一
一
〇
三
条
）
。
こ
の
同
意
と
は
承

諾
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ

て
い
る
の
は
「
債
務
老
の
」
同
意
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
稿
で
間

題
と
し
て
い
る
承
諾
は
受
約
者
（
1
1
債
権
老
）
の
意
思
表
示
で

あ
る
。
こ
の
同
意
は
、
む
し
ろ
、
約
束
に
相
当
す
る
。
現
在
で

は
一
一
〇
三
条
の
「
同
意
」
と
は
契
約
当
事
者
の
意
恩
の
合
致

で
あ
る
と
さ
れ
、
申
込
（
o
串
①
）
と
承
諾
が
必
要
で
あ
る
と
解

　
　
　
　
　
＾
2
7
）

さ
れ
て
い
る
が
、
一
一
・
〇
一
条
お
よ
び
一
一
〇
三
条
の
文
言
自

体
は
承
諾
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
当
然
、
承
諾
の
到
達
の
必
要

性
の
有
無
や
承
諾
が
さ
れ
る
べ
き
期
間
等
に
関
す
る
規
定
も
な

く
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
贈
与
の
承
諾
に
関
す
る
前

述
の
九
三
二
条
等
を
手
掛
か
り
に
判
例
学
説
に
よ
っ
て
解
決
さ

　
　
（
2
8
）

れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
ド
イ
ツ
で
の
立
法
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ぱ
一
八
O
八
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
一

般
民
法
草
案
も
そ
の
一
例
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
ほ
ぽ
同

じ
体
系
に
従
い
同
様
の
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
贈

与
（
ω
o
訂
鼻
昌
血
q
）
は
承
諾
さ
れ
た
約
束
と
理
解
さ
れ
（
九
二

七
条
）
、
ま
た
、
契
約
の
成
立
に
は
、
義
務
を
負
う
者
の
約
束
と

権
利
を
得
る
考
の
承
諾
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
一
六

二
条
二
項
）
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
よ
う
に
、
贈
与
と

契
約
と
を
別
扱
い
に
す
る
体
系
を
維
持
し
つ
つ
も
、
ヴ
ォ
ル
フ

の
よ
う
に
、
約
束
を
契
約
の
構
成
要
素
と
す
る
構
成
を
持
ち
込

ん
で
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
前
述
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
特
徴
は
、
右

の
バ
イ
エ
ル
ン
一
般
民
法
草
案
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
・

よ
り
明
確
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
エ
ル
ン
一
般
民
法
草

案
に
お
い
て
は
、
約
東
は
、
契
約
の
構
成
要
素
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
契
約
と
は
独
自
の
意
義
を
有
す
る
贈
与
と
し
て
の
意

味
を
も
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

の
場
合
に
は
、
贈
与
も
契
約
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
よ
り

強
調
さ
れ
、
約
束
も
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
の
意
味
し
か
持

た
な
い
。
そ
の
た
め
、
約
束
自
体
が
独
立
の
債
権
発
生
原
因
で

あ
っ
た
時
代
に
は
当
然
で
あ
っ
た
発
信
主
義
（
本
稿
七
八
頁
参

欄
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照
）
が
後
退
し
て
到
達
主
義
へ
と
傾
き
、
そ
の
代
わ
り
、
お
そ

ら
く
は
実
務
上
の
必
要
性
か
ら
、
到
達
主
義
の
例
外
と
し
て
意

思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
が
明
文
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
約

束
は
契
約
成
立
へ
向
か
う
一
過
程
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
っ
た

の
で
1
約
束
が
独
立
の
債
権
発
生
原
因
で
あ
っ
た
時
代
に
は

承
諾
前
の
撤
回
は
自
由
で
あ
っ
た
の
に
（
本
稿
七
八
頁
参
照
）

－
契
約
成
立
に
対
す
る
承
諾
老
の
期
待
を
保
護
す
る
た
め
に
、

申
込
の
拘
束
力
に
対
す
る
意
識
が
強
ま
り
、
承
諾
期
間
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
）

る
規
定
が
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
3
　
　
ま
と
め

　
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
諸
立
法
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法

の
よ
う
な
構
成
は
一
般
化
せ
ず
、
プ
ロ
ィ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

の
よ
う
に
、
バ
、
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
に
よ
る
も
の
が
主
流
と
な
っ

た
。
そ
の
思
程
に
お
い
て
、
約
束
を
契
約
と
は
趾
の
も
の
と
し

て
捉
え
る
発
想
は
ま
す
ま
す
薄
く
な
っ
て
「
約
束
」
と
い
う
用

語
す
ら
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
反
面
、
申
込
の
拘
束
力
に

関
す
る
規
定
は
よ
り
詳
細
に
な
り
、
現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
に
受

け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
（
一
四
五
条
以
下
）
。
ド
イ
ツ
民

法
起
草
老
は
、
申
込
の
拘
束
力
に
関
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る

立
場
と
否
定
す
る
立
場
と
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
民
法
は
肯
定
説
を

　
　
　
　
　
一
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
、

選
択
し
た
と
い
う
。
そ
れ
自
体
は
無
論
妥
当
で
あ
る
カ
　
約
束

は
契
約
の
構
成
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
意
識
が
一
般
化
し
て

い
た
こ
の
時
期
に
は
、
こ
れ
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
申
込
の

拘
束
力
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
立
場
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
理
由
書
に
お
い
て
否
定
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
ザ
ク

　
　
＾
3
1
）

セ
ン
民
法
の
テ
キ
ス
ト
等
を
見
て
も
、
申
込
の
拘
束
力
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
駆
）

す
る
議
論
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
肯

定
説
と
否
定
説
と
の
対
⊥
止
は
、
「
対
立
」
と
い
う
よ
り
、
議
論
が

洗
練
さ
れ
た
結
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　
到
達
主
義
に
関
し
て
は
、
事
態
は
そ
れ
程
単
純
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
約
束
が
独
立
の
債
権
発
生
原
因
で
あ
っ
た
時
代
に

は
発
信
主
義
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
約
束
が
契
約
の
構
成
要
素

と
さ
れ
る
に
及
ん
で
到
達
主
義
に
大
き
く
傾
い
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
実
際
の
取
引
上
の
必
要
性
か
ら
、
発

信
主
義
も
残
り
、
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
も
理
論
化
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
の
取
引
界
に
お
い
て
は
、
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
劉
）

束
的
発
想
が
未
だ
残
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

幽
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グ
ロ
チ
ウ
ス
以
来
の
約
束
理
論
は
、
近
代
的
な
法
律
行
為
論

の
理
論
的
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
つ
つ
、
契
約
理
論
の
中
に
と
り

こ
ま
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
は
、
約
束
は
、
①
契
約

と
は
別
の
経
済
的
意
義
を
持
っ
た
債
権
の
発
生
原
因
と
し
て
、

②
契
約
の
構
成
要
素
と
し
て
等
様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

や
が
て
①
は
贈
与
へ
、
②
は
申
込
へ
と
発
展
し
、
結
局
、
理
論

上
は
契
約
理
論
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
取

引
に
お
い
て
は
、
約
束
に
は
、
契
約
に
吸
収
し
き
れ
な
い
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
5
〕

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
申
込
が
約
束
に
由
来

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
申
込
の
拘
束
力
、
発
信
主
義
・
到

達
主
義
や
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
等
に
お
い
て
、
約
束

理
論
と
契
約
理
論
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
し
て
い
る
か
に
つ
い
て

不
充
分
な
若
干
の
考
察
を
加
え
た
に
止
ま
る
が
、
な
お
、
こ
の

観
点
か
ら
の
研
究
を
続
け
た
い
と
思
う
。

（
1
）
　
遺
言
お
よ
び
広
告
（
民
法
五
七
九
条
）
が
あ
る
が
、
こ
れ

　
ら
は
取
引
行
為
と
し
て
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
片
務
的

な
行
為
で
は
な
い
が
、
相
手
方
に
権
利
ま
た
は
権
限
を
授
与
す

　
る
単
独
行
為
と
し
て
は
、
代
理
権
授
与
行
為
や
承
役
地
所
有
権

　
の
委
棄
（
民
法
二
八
七
条
）
が
あ
る
。
そ
の
他
民
法
が
予
定
す

　
る
単
独
行
為
に
は
取
消
、
解
除
お
よ
ぴ
解
約
告
知
、
相
殺
等
が

　
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
債
権
債
務
を
変
更
ま
た
は
消
滅
さ
せ
る
も

　
の
で
あ
り
、
債
権
債
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
2
）
　
申
込
は
、
承
諾
が
な
け
れ
ば
効
果
が
生
じ
な
い
こ
と
を
前

　
提
と
す
る
行
為
で
あ
る
の
で
、
債
権
的
な
請
求
権
す
ら
発
生
し

　
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
申
込
老

　
が
、
た
だ
「
譲
渡
す
る
」
と
の
み
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、

　
こ
の
表
示
は
贈
与
契
約
の
申
込
で
あ
り
承
諾
が
な
い
限
り
債
権

　
的
な
請
求
権
す
ら
発
生
し
な
い
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ

　
れ
は
、
民
法
が
約
束
と
い
う
制
度
を
予
定
し
て
い
な
い
た
め
で

　
あ
る
。

（
3
）
　
曽
野
和
明
「
契
約
関
係
発
生
の
プ
ロ
セ
ス
の
多
様
性
と
契

　
約
概
念
－
申
込
は
単
独
行
為
で
は
な
い
の
か
－
」
北
大
三

　
八
巻
五
H
六
号
二
二
五
四
頁
（
昭
和
六
〇
年
）
は
、
申
込
を
、

　
「
契
約
関
係
創
設
機
能
を
相
手
方
に
付
与
す
る
単
独
行
為
（
一

　
方
的
授
権
行
為
）
と
し
て
の
法
律
行
為
で
あ
」
る
と
す
る
。
本

　
稿
の
課
題
と
も
直
接
関
係
す
る
輿
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

（
4
）
　
川
島
武
宜
編
・
注
釈
民
法
㈹
九
頁
（
平
井
宜
雄
）
（
昭
和
四

　
八
年
）
。

一
5
）
…
窒
鼻
P
雲
葦
曇
睾
ω
壌
ま
ま
二
撃
Z
雪
邑
↓
一

　
N
1
＞
嘗
戸
H
㊤
①
一
ω
1
墨
切
．

（
6
）
冒
婁
①
ま
員
豆
o
5
～
①
痔
ω
彗
①
・
o
g
o
巨
二
§

く
①
易
肩
8
＝
g
L
o
鼻
新
井
誠
「
ヴ
ィ
ァ
ヅ
カ
ー
に
お
け
る
グ

紡
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ロ
チ
ウ
ス
の
肩
O
邑
色
O
概
念
に
つ
い
て
ー
勺
8
目
寡
O
概

念
と
o
色
ε
晶
ω
手
8
ユ
①
と
の
内
在
的
関
連
性
に
関
す
る
序
章

的
考
察
－
L
民
商
八
一
巻
二
号
四
〇
頁
（
昭
和
五
四
年
）
、
三

号
一
八
頁
（
同
）
、
松
尾
弘
「
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
所
有
権
論
－
近

代
自
然
法
に
お
け
る
所
有
権
理
論
と
民
法
理
論
の
古
典
的
体
系

l
」
一
橋
研
究
一
四
巻
三
号
一
〇
七
頁
（
昭
和
六
四
年
）
、
四

号
二
一
二
頁
（
平
成
元
年
）
、
犬
沼
保
昭
「
合
意
」
同
編
『
戦
争

　
と
平
和
の
法
』
二
七
七
頁
（
東
信
堂
、
昭
和
六
二
年
）
が
あ
る
。

（
7
）
　
以
下
で
は
、
一
又
正
雄
訳
・
グ
ロ
チ
ウ
ス
戦
争
と
平
和
の

法
（
昭
和
二
四
年
）
を
参
照
し
、
訳
語
も
犬
体
に
お
い
て
同
訳

　
に
従
っ
た
。

（
8
）
　
大
沼
・
前
出
注
（
6
）
三
〇
〇
頁
の
表
参
照
。

（
9
）
　
大
沼
・
前
出
注
（
6
）
三
三
七
頁
は
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約

　
束
理
論
は
一
般
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
を
根
拠
に
、
「
約
束
が

　
あ
ら
ゆ
る
合
意
に
共
通
す
る
中
核
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
意
味

　
に
お
い
て
、
約
束
の
拘
束
力
に
関
す
る
第
二
巻
第
一
一
章
の
議

　
論
は
、
第
＝
一
－
一
五
章
、
さ
ら
に
第
三
巻
第
一
九
－
二
四
章

　
を
は
じ
め
と
す
る
本
書
の
そ
の
他
の
部
分
に
お
け
る
合
意
に
も

　
一
応
妥
当
す
る
も
の
と
い
え
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
グ
ロ
チ

　
ウ
ス
は
そ
の
旨
嬰
言
し
て
い
な
い
。
約
束
理
論
が
契
約
に
も
及

　
ぼ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
程
重
要
な
こ
と
を
述

　
べ
な
い
で
お
く
で
あ
ろ
う
か
（
後
述
の
ヴ
ォ
ル
フ
が
、
契
約
は

　
一
つ
ま
た
は
複
数
の
約
束
よ
り
な
る
と
嬰
言
し
て
い
る
こ
と
と

比
較
さ
れ
た
い
）
。
犬
沼
教
授
自
身
、
「
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
約
束
論

は
合
意
の
一
般
論
と
し
て
純
化
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
；
早
の

約
束
論
は
、
た
し
か
に
約
束
一
般
の
拘
束
力
、
有
効
性
と
い
う

形
で
，
他
の
合
意
論
に
も
妥
当
す
る
一
般
論
の
意
味
を
も
つ
。

と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
契
約
、
誓
約
、
条
約
な
ど
の
他
の
約
束

形
態
と
並
ぷ
、
単
な
る
（
「
裸
の
」
！
）
約
束
と
も
い
う
べ
き
一

約
束
形
態
と
し
て
、
並
列
的
に
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
面
を
も
有

し
て
い
る
L
（
同
三
三
八
頁
）
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。
二
の
叙
述

の
後
半
部
に
は
、
筆
老
も
無
論
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
約
束

理
論
が
契
約
に
妥
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
明

確
な
意
識
が
あ
っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
グ
ロ
チ
ウ

　
ス
は
双
務
的
な
約
束
を
認
め
る
の
で
（
第
二
巻
第
一
二
早
一

五
）
、
そ
の
限
り
で
、
約
束
と
契
約
は
重
な
る
（
第
一
二
章
七
）

が
、
こ
れ
は
、
約
束
理
論
が
当
然
に
契
約
に
妥
当
す
る
と
い
う

　
こ
と
で
は
な
い
。
現
代
的
な
視
点
か
ら
は
、
約
束
理
論
は
契
約

　
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
連
想
が
働
く
の
は
無
理
の
な
い

　
こ
と
で
あ
る
が
、
伝
統
的
に
は
、
約
束
は
、
契
約
と
は
独
立
し

　
た
別
個
の
制
度
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
1
0
）
　
成
立
要
件
と
有
効
要
件
（
効
力
要
件
）
と
の
区
別
は
、
今

　
日
に
お
い
て
も
明
確
と
は
言
え
な
い
。
ま
し
て
グ
ロ
チ
ウ
ス
が

　
こ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
グ
ロ
チ

　
ウ
ス
は
、
一
方
的
な
行
為
で
あ
る
約
束
で
も
拘
東
力
を
生
じ
る

　
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
第
二
巻
第

砺
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一
一
章
）
、
そ
れ
だ
け
で
約
束
は
成
立
し
、
承
諾
は
約
束
が
効
力

　
を
生
じ
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
方
が
グ
ロ
チ
ウ

　
ス
の
意
図
に
沿
う
で
あ
ろ
う
。

（
u
）
　
竃
富
8
く
巨
ω
に
よ
る
復
刻
版
（
一
九
六
七
年
）
が
冬
ぎ
亭

　
畠
杜
か
ら
で
て
い
る
。
な
お
、
O
．
甲
彗
庄
奉
。
＞
．
0
5
討
亭
9

　
に
ょ
る
英
訳
が
勺
目
；
S
ユ
昌
o
｝
9
①
O
印
目
①
o
q
討
向
巨
o
手

　
昌
8
一
ざ
『
－
鼻
胃
畠
巨
o
塞
－
、
①
彗
①
の
シ
リ
i
ズ
の
中
に
入
っ

　
て
お
り
、
適
宜
参
照
し
た
。

（
1
2
）
ヴ
ィ
ー
ア
ヅ
カ
ー
（
鈴
木
禄
弥
訳
）
・
近
世
私
法
史

　
（
奉
一
畠
鼻
p
2
H
。
蜆
の
第
一
版
の
翻
訳
）
三
六
八
頁
（
創
文

　
杜
、
昭
和
三
六
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
部
分

　
は
第
二
版
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
奉
庁
冑
斥
①
’
オ
H
．
9
ω
．
ω
ミ
．

（
1
4
）
　
奉
一
雷
鼻
P
Z
「
9
ω
。
ω
8
。
新
井
誠
「
法
律
行
為
概
念
生

　
成
過
程
に
お
け
る
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
肩
o
邑
色
o
概
念

　
－
デ
ィ
ー
セ
ル
ホ
ス
ト
の
分
析
に
対
す
る
若
干
の
疑
問

　
－
」
民
商
八
四
巻
六
号
六
四
頁
以
下
（
昭
和
五
六
年
）
。

（
1
5
）
　
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
約
束
理
論
に
つ
い
て
の
研
究
と
し

　
て
は
、
U
－
窒
①
≡
O
易
戸
N
E
昌
く
①
『
昌
0
－
①
q
①
目
錫
く
ω
冨
昌
ω
｝
昌
目
匹

　
勺
巨
①
邑
o
『
貝
－
彗
9
新
井
・
前
出
注
（
1
4
）
民
商
八
四
巻
四
号

　
一
四
頁
（
昭
和
五
六
年
）
、
六
号
三
六
頁
（
同
）
が
あ
る
。

（
皿
）
　
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
体
系
と
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
そ
れ
と
の

．
比
較
と
し
て
、
冒
ω
邑
ぎ
易
F
z
■
員
ω
」
N
弐
■

（
1
7
）
　
冒
ω
竃
≡
o
易
戸
Z
『
．
員
ω
、
べ
ω
員
新
井
誠
・
前
出
注
（
u
）

　
八
四
巻
六
号
三
六
頁
以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
．

（
1
8
）
　
↓
ぎ
冒
彗
目
に
よ
る
復
刻
版
（
一
九
六
八
年
）
が
0
8
『
o
q

　
〇
一
昌
ω
社
の
ヴ
ォ
ル
フ
全
集
に
入
っ
て
い
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ

　
語
に
よ
る
縮
約
版
と
し
て
、
奉
o
昇
Ω
昌
邑
ω
讐
塞
宗
ω

　
Z
9
胃
一
冒
」
く
α
－
ぎ
昌
①
9
亘
ミ
繧
。
が
あ
り
、
約
束
に
つ
い

　
て
は
第
二
部
第
七
章
三
七
九
に
、
承
諾
に
つ
い
て
は
第
七
章
三

　
八
一
に
、
承
諾
の
到
達
に
つ
い
て
は
第
七
章
四
二
五
に
、
契
約

　
に
つ
い
て
は
第
七
章
四
三
八
に
一
記
述
が
あ
る
。

（
”
）
　
推
定
と
い
う
訳
語
も
よ
く
あ
て
ら
れ
る
（
例
え
ぱ
柴
田
光

　
蔵
．
法
律
ラ
テ
ン
語
辞
典
二
七
六
頁
（
日
本
評
論
社
、
昭
和
六

　
〇
年
）
の
肩
竃
誓
昌
呂
o
の
項
）
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
推

　
定
」
の
場
合
、
推
定
す
る
主
体
は
法
な
い
し
裁
判
官
で
あ
り
、

　
そ
の
効
果
は
立
証
責
任
の
転
換
で
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
場
合
、

　
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
肩
竃
竃
昌
①
冨
す
る
主
体
は
約
束
老

　
で
あ
る
し
、
そ
の
効
果
は
、
承
諾
の
到
達
を
不
要
と
す
る
も
の

　
な
の
で
、
「
予
想
」
の
訳
を
あ
て
て
お
い
た
。
な
お
、
前
出
注

　
（
1
8
）
に
掲
げ
た
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、
く
實
彗
E
ま
彗
と
な
っ
て

　
い
る
（
第
二
部
第
七
章
四
二
五
）
。

（
2
0
）
　
批
判
的
立
場
と
し
て
、
望
品
9
U
農
＜
①
屋
肩
9
箒
目
巴
ω

　
く
胃
O
畠
O
巨
E
目
O
頁
ω
宵
仁
目
P
H
O
O
べ
ω
（
Z
ω
E
匝
『
目
O
斥
－
塞
㊤
）
一
ω
1
0
戸

ω
o
巨
o
籟
目
印
冒
p
∪
①
『
く
胃
片
冨
血
q
一
H
o
o
ぎ
（
z
巾
目
o
『
目
o
斥
畠
o
o
o
）
一

ω
．
－
亀
声

87
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（
2
1
）
　
グ
ロ
チ
ウ
ス
は
「
双
務
的
」
と
言
い
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

　
フ
は
「
条
件
付
」
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
「
負
担
付
」
と
表
現
し
て
お

　
り
、
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
を
感
じ
な
い
で
は
な
い
。

（
2
2
）
　
｝
o
ヨ
①
昌
彗
貝
ω
葛
8
ヨ
団
募
o
＝
①
U
胃
ω
片
①
＝
昌
①
日
痔
ω

　
勺
『
①
o
鶴
涼
o
ブ
①
目
O
ぞ
－
H
o
o
＝
房
冒
弐
｝
①
≡
昌
N
＝
目
血
q
庄
①
『
一
≦
〇
一
①
H
・

　
邑
－
g
宗
ω
≧
后
①
∋
9
目
8
－
與
目
ま
胃
8
葦
9
｝
o
』
．
L
・
＞
E
戸

　
－
o
o
亀
（
2
①
＝
o
昌
o
斥
岩
o
o
べ
）
一
ω
．
s
N
’

（
2
3
）
　
団
o
冒
①
∋
彗
P
Z
『
1
曽
’
ω
』
昌
・

（
2
4
）
　
雰
∋
①
昌
彗
貝
Z
『
．
§
は
、
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成

　
立
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
五
章
八
一
条
）
に

　
は
触
れ
て
い
な
い
。

（
2
5
）
　
｝
o
冒
①
∋
曽
P
2
『
．
曽
。
ω
・
豊
N
．
な
お
、
同
書
は
立
法
過

　
程
に
も
言
及
し
て
い
る
が
（
ω
』
§
。
昌
叶
．
ω
．
）
、
そ
れ
に
よ
る

　
と
、
当
初
の
草
案
は
、
承
諾
期
問
の
定
め
が
な
い
場
合
に
は
八

　
日
以
内
に
承
諾
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
が
、

　
承
諾
が
さ
れ
る
ま
で
は
申
込
の
撤
回
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
批

　
判
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ス
ア
レ
ス
が
、
八
日
以
内
な
ら
、
承
諾

　
後
で
も
申
込
老
は
撤
回
で
き
る
と
い
う
妥
協
案
を
出
し
た
が
、

　
そ
れ
で
も
、
八
日
間
の
承
諾
期
問
は
長
す
ぎ
て
申
込
老
の
立
場

　
を
不
安
定
に
す
る
と
反
対
さ
れ
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
形
に

　
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
鈴
木
ハ
ツ
ヨ
「
フ
ラ
ン
ス
贈
与
法
の
特
殊
性
に
つ
い
て
」

　
比
較
法
学
会
編
『
贈
与
の
研
究
』
一
四
四
頁
（
右
斐
閣
、
昭
和

　
三
三
年
）
。

（
2
7
）
　
山
口
俊
夫
・
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
二
三
頁
以
下
（
東
京
大
学

　
出
版
会
、
昭
和
六
一
年
）
。

（
2
8
）
　
山
口
・
前
出
注
（
2
7
）
二
五
頁
以
下
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
判

　
例
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
＞
E
管
p
く
①
ユ
竃
窃
ω
o
巨
邑

　
○
巨
①
N
長
彗
o
q
庁
『
＞
昌
邑
昌
8
鼻
－
腎
冒
o
q
二
竃
y
ω
・
凸
㊤
弐
・

（
2
9
）
讐
晶
具
Z
「
8
一
ω
．
艶
声
は
、
申
込
の
拘
東
力
を
、
申

　
込
の
約
束
と
し
て
の
性
格
か
ら
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
興
味
深

　
い
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
で
述
ぺ
た
よ
う
に
、
約
束
が

　
契
約
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、
承
諾
前
の
約

　
束
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
議

　
論
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
約
束
が
そ

　
の
本
来
の
性
格
を
失
い
、
契
約
の
構
成
要
棄
に
す
ぎ
な
い
も
の

　
と
な
っ
て
初
め
て
、
契
約
成
立
に
対
す
る
承
諾
老
の
期
待
を
保

　
護
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
0
）
　
雲
o
巨
毒
昌
ま
昌
向
自
暮
昌
守
①
ま
窃
｝
冒
町
q
胃
一
一
9
8

　
Ω
窪
g
N
一
旨
g
窃
冒
『
庄
霊
－
〕
害
け
ω
g
o
肉
9
o
芦
ω
o
．
－
’
H
o
o
o
o
o
。
一
ω
．

　
曇
声
暮
長
註
貝
冒
£
馨
目
暮
一
雪
竃
慧
ま
＝
①
＝
§

．
雪
お
①
；
｝
雪
o
窃
g
N
巨
o
ζ
胃
ま
ω
忌
巨
ω
g
勾
。
一
身
塁
・

　
H
．
一
H
o
o
竃
一
ω
．
宣
N
声
）

（
3
1
）
　
そ
の
他
に
、
チ
ュ
ー
リ
ヅ
ヒ
民
法
九
〇
五
条
、
ヘ
ヅ
セ
ン

　
草
案
第
四
部
第
一
章
八
一
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
竃
o
ま
く
p

　
ω
．
－
雷
（
竃
目
胴
o
印
貝
ω
．
宝
ω
）
’
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（
3
2
）
筆
老
が
参
照
し
た
の
は
、
ω
9
邑
負
く
o
ユ
窃
昌
o
q
雪

亭
胃
皆
ω
ヲ
ま
昌
ぎ
邑
宵
9
o
す
①
ω
碧
訂
昌
o
q
呉
彗
宗

｝
ユ
≦
旨
8
耳
－
o
。
竃
（
z
ε
α
…
宍
岩
o
．
o
。
）
で
あ
る
が
、
契
約

　
は
当
事
老
の
意
思
の
合
致
の
み
に
よ
っ
て
成
立
し
、
特
別
な
方

式
や
原
因
は
不
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

　
り
（
ω
。
ω
ミ
）
、
意
恩
の
合
致
が
申
込
と
承
諾
に
よ
っ
て
成
立
す

　
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
竃
o
饒
き
が
引
用
し
て
い

　
る
条
文
は
八
一
六
条
で
あ
る
が
（
冨
o
饒
く
p
ω
」
竃
（
竃
長
註
p

ω
．
宝
ω
）
）
、
ω
9
∋
幕
の
テ
キ
ス
ト
の
巻
末
の
条
文
索
引
に
も
、

　
八
一
六
条
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
申
込
の
拘
束
力
の

　
間
題
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
3
）
　
当
時
の
ド
イ
ツ
商
法
三
二
一
条
は
発
信
主
義
を
と
る
。
こ

　
れ
に
対
す
る
ド
イ
ツ
民
法
起
草
老
の
批
判
は
、
申
込
老
の
側
で

　
は
、
到
達
も
し
な
い
承
諾
の
た
め
に
申
込
の
撤
回
可
能
性
が
失

　
わ
れ
る
こ
と
を
通
常
は
望
ま
な
い
で
あ
ろ
う
、
も
し
到
達
以
前

　
に
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
を
望
む
な
ら
そ
の
旨
合
意
し
て
お
け

　
ぱ
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
ζ
o
巨
く
p
ω
」
さ
（
窒
ζ
o
q
庄
凹
貝

　
ω
．
宣
o
。
）
）
。
こ
の
議
論
は
、
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
は
、

　
実
務
上
の
必
要
性
に
基
づ
く
、
到
達
主
義
の
例
外
で
あ
る
こ
と

　
を
裏
付
け
て
い
る
。
な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
意
思
実
現

　
に
よ
る
契
約
の
成
立
の
発
達
史
を
た
ど
る
も
の
と
し
て
、

　
＞
口
管
艘
一
z
『
、
N
0
0
．
の
研
究
が
あ
る
。

（
3
4
）
　
日
本
民
法
五
二
三
条
一
項
は
発
信
主
義
を
と
る
が
、
速
記

録
に
よ
る
と
、
ヒ
れ
は
理
論
的
な
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
各
地

　
の
商
業
会
議
所
の
意
見
等
を
参
考
に
実
務
的
な
観
点
か
ら
採
用

　
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
三

　
（
商
事
法
務
研
究
会
・
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
3
）
六
…
二

頁
以
下
）
。
こ
れ
に
対
し
て
到
達
主
義
を
主
張
す
る
富
井
政
章

　
の
反
論
は
主
に
理
論
的
な
観
点
か
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中

　
で
、
実
務
家
の
意
見
は
五
二
六
条
二
項
（
意
思
実
現
に
よ
る
契

　
約
の
成
立
）
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
念
頭
に
あ
る
も
の
が

多
い
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
（
同
六
九
六
頁
）
。

（
3
5
）
　
発
信
主
義
、
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
の
成
立
に
お
い
て
は

　
約
束
的
発
想
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
本
文
で
述
べ
た
。
債
務
引

受
や
保
証
、
手
形
の
振
出
も
約
東
の
一
種
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
売
買
は
契
約
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
際
の
品
質
保
証

　
は
約
束
で
あ
る
と
構
成
で
き
よ
う
し
、
約
款
論
や
契
約
締
結
上

　
の
過
失
等
に
お
い
て
も
約
束
の
理
論
が
使
え
る
余
地
が
あ
る
よ

　
う
に
思
う
。
さ
ら
に
、
近
年
は
契
約
成
立
過
程
に
関
す
る
優
れ

　
た
研
究
が
多
く
（
例
え
ぱ
、
河
上
正
二
「
『
契
約
の
成
立
』
を
め

　
ぐ
っ
て
－
現
代
契
約
論
へ
の
一
考
察
」
判
タ
六
五
五
号
一
一

　
頁
、
六
五
七
号
一
四
頁
（
昭
和
六
三
年
）
、
横
山
美
夏
「
不
動
産

売
買
契
約
の
『
成
立
』
と
所
有
権
の
移
転
」
早
稲
田
法
学
六
五

　
巻
二
号
一
頁
、
三
号
八
五
頁
（
平
成
二
年
）
）
、
そ
れ
ら
に
お
い

　
て
は
、
一
方
で
は
、
諾
成
契
約
の
原
則
は
契
約
の
成
立
時
期
を

　
早
め
過
ぎ
る
と
批
判
さ
れ
、
他
方
で
は
、
契
約
の
成
立
以
前
の

醐
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当
事
老
の
法
的
責
任
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
の
意
思
表
示
の
み

に
よ
っ
て
成
立
し
、
か
つ
、
契
約
よ
り
は
拘
東
力
の
弱
い
約
束

概
念
は
、
こ
こ
に
も
活
用
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
我
妻

栄
・
新
訂
民
法
総
則
二
四
四
頁
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
〇
年
）

は
、
「
単
独
行
為
は
契
約
ほ
ど
自
由
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
他

人
の
意
思
に
関
係
な
く
こ
れ
に
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
L
と
言
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
自
分
が

義
務
を
負
担
す
る
単
独
行
為
で
あ
る
約
束
は
、
も
っ
と
自
由
に

認
め
ら
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
専
任
講
師
）




